
報告案件 １            変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第１１１回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称 カインズホーム新八街店 
２ 所在地  八街市八街字初番杭は２１番２４ほか 
３ 建物設置者  株式会社カインズ 代表取締役 土屋裕雅 
４ 小売業者名  株式会社カインズ（業種：日用生活用品ほか）ほか 
５ 変更しようとする事項 

 （１）小売業を行う者の開店時刻 
    （変更前） 午前８時 
    （変更後） 午前６時３０分（カインズ資材館以外は午前８時～） 
 （２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    （変更前） 午前７時３０分～午後９時３０分 
    （変更後） 午前６時～午後９時３０分 

（カインズ資材館前以外の駐車場は午前７時３０分～午後９時３０分） 
 ６ 変更年月日  平成２５年１１月１１日 
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２５年１１月７日 
（２）公告縦覧期間 平成２５年１１月２６日～平成２６年３月２６日 
（３）説明会 平成２５年１１月２５日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）八街市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

 
第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２６年３月２８日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この変更届出は、店舗の一部で開店時刻を昼間の範囲内で１時間３０分早める変更及びそれに伴う駐車場利用時間の変更で、騒音等の周辺地域の生

活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 
（２） 法第８条第 1項に規定する八街市及び同条第２項に規定する住民の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１７，３４８㎡ 

２ 駐車場の収容台数：８６５台 

３ 駐輪場の収容台数：１３９台 

４ 荷さばき施設の面積：９０９㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：８８㎥ 

６ 開店時刻：午前６時３０分 

  （カインズ資材館以外は午前８時） 

  閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前６時～午後９時３０分 

  （カインズ資材館前以外は 

午前７時３０分～午後９時３０分） 

８ 駐車場の出入口の数：５か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後７時 



報告案件 2            変更事項届出の概要（法附則第５条第１項）         （第１１１回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称 ピーコックストア袖が浦店 
２ 所在地  習志野市袖ケ浦三丁目５番地 
３ 建物設置者  独立行政法人都市再生機構 理事長 上西 郁夫 
４ 小売業者名  イオンマーケット株式会社（業種：食料品専門店） 
５ 変更しようとする事項 

 （１）小売業を行う者の開店時刻 
    （変更前） 午前１０時 
    （変更後） 午前９時 
 （２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 
    （変更後） 午前８時４５分～午後９時１５分 
 ６ 変更年月日  平成２５年１１月２８日 
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２５年１１月２７日 
（２）公告縦覧期間 平成２５年１２月２７日～平成２６年４月２７日 
（３）説明会 平成２５年１２月２４日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）習志野市の意見  あり 
（２）住民等の意見   なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２６年６月２日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この変更届出は、開店時刻を昼間の範囲内で１時間早める変更及びそれに伴う駐車場利用時間の変更で、騒音等の周辺地域の生活環境に及ぼす影響

は軽微であると認められること。 
（２） 法第８条第 1項に規定する習志野市からの意見については、適切に対応されていること及び同条第２項に規定する住民の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，００８㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１０台 

３ 駐輪場の収容台数：５０台 

４ 荷さばき施設の面積：３６㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１３㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時４５～午後９時１５分 

８ 駐車場の出入口の数：７か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後８時 



報告案件 ３       変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第１１１回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称  テックランド大網白里店                            
２ 所在地  大網白里市大網白里都市計画事業大網駅東土地区画整理事業７街区３番ほか 
３ 建物設置者  株式会社ヤマダ電機 代表取締役 山田昇 
４ 小売業者名  株式会社ヤマダ電機（業種：家電専門店） 
５ 変更しようとする事項 
（１）店舗面積の合計 

 （変更前）  １，４９４㎡ 
 （変更後）  ２，３３３㎡ 

（２）駐車場の位置及び収容台数 
 （変更前）  ７３台 
 （変更後）  ８６台 

（３）駐車場の自動車の出入口の位置 
 ６ 変更年月日     平成２６年８月７日  ５－（１）、（２） 
             平成２５年１２月７日 ５－（３） 
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２５年１２月６日 
（２）公告縦覧期間 平成２５年１２月２７日～平成２６年４月２７日 
（３）説明会 平成２６年１月２３日 保健文化センター 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）大網白里市の意見  なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２６年５月３０日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この変更届出は、１，０００㎡未満の店舗面積の増加とそれに伴う駐車場の収容台数と出入口の増設及び位置の変更で、交通、騒音等も指針を満た

し、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 
（２） 法第８条第 1項に規定する大網白里市及び同条第２項に規定する住民の意見がなかったこと。 
（３） 千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２，３３３㎡ 

２ 駐車場の収容台数：８６台 

３ 駐輪場の収容台数：３７台 

４ 荷さばき施設の面積：５８㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：３８㎥ 

６ 開店時刻：午前１０時 

閉店時刻：午後１０時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～午後１０時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：３か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ４            変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第１１１回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称 マルエツ栄町店 
２ 所在地  松戸市栄町六丁目３８４番地ほか 
３ 建物設置者  株式会社マルエツ 代表取締役 上田真 
４ 小売業者名  株式会社マルエツ（業種：食品スーパー ほか） 
５ 変更しようとする事項 
（１）小売業を行う者の開店時刻 

    （変更前） 午前１０時（年間６０日午前９時） 
    （変更後） 午前 ９時 
 （２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    （変更前） 午前９時４５分（年間６０日午前８時４５分）～午後９時１５分 
    （変更後） 午前８時４５分～午後９時１５分 
 ６ 変更年月日     平成２５年１２月１３日 
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２５年１２月１２日 
（２）公告縦覧期間 平成２６年１月２８日～平成２６年５月２８日 
（３）説明会 平成２６年１月１４日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）松戸市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２６年６月２日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この変更届出は、開店時間について年間６０日に限って１時間早めていたものを通年実施する変更及び、それに伴う駐車場利用時間の変更で、周辺

地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 
（２） 法第８条第 1項に規定する松戸市及び同条第２項に規定する住民の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，４９９㎡ 

２ 駐車場の収容台数：７２台 

３ 駐輪場の収容台数：１０６台 

４ 荷さばき施設の面積：１１５㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１５㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時４５分～午後９時１５分  

８ 駐車場の出入口の数：１か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ５            変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第１１１回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称 ベルク フォルテ行徳店 
２ 所在地  市川市加藤新田２０２番地１ほか 
３ 建物設置者  株式会社ベルク 代表取締役 原島 功 
４ 小売業者名  株式会社ベルク（業種：食品スーパー）ほか 
５ 変更しようとする事項 
（１）駐輪場の位置 

 ６ 変更年月日  平成２６年１月３１日 
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２５年１２月２５日 
（２）公告縦覧期間 平成２６年１月２８日～平成２６年５月２８日 
（３）説明会 平成２６年１月２４日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）市川市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２６年６月２日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この変更届出は、駐輪場の位置の変更であり台数の変更はなく、場内の安全に配慮された 
配置であり、騒音等の周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 

（２） 法第８条第 1項に規定する市川市及び同条第２項に規定する住民の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：３，４７０㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１８９台 

３ 駐輪場の収容台数：１８０台 

４ 荷さばき施設の面積：１２０㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：２４．３㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午前０時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～翌午前０時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 


